
令和３年１０月１５日

文化審議会答申（登録無形文化財の登録）について

詳しくは，別添の資料「Ⅰ．答申内容」「Ⅱ．解説」「Ⅲ．参考」をご覧ください。

文化審議会（会長 佐藤
さ と う

信
まこと

）は，１０月１５日（金）に開催された同審議会文化

財分科会の審議・議決を経て，別紙のとおり登録無形文化財の登録及び保持団体の認

定等について，文部科学大臣に答申しましたので，お知らせします。

この結果，官報告示の後に，登録無形文化財の認定件数は２件，保持団体数は２団

体となる予定です。

なお，本件は，６月１４日に一部が施行された文化財保護法の一部を改正する法律

により新設された制度に基づき，登録無形文化財を初めて登録するものです。

＜担当＞

「書道」について

文化庁 参事官（文化創造担当）

参事官 安井 順一郎（内線 1002）

暮らしの文化・アートグループ

リーダー 濱田 泰栄 （内線 1021）

芸術文化調査官 吉野 亨 （内線 1020）

電話：075－330－6720（代表）

「伝統的酒造り」について

文化庁 参事官（食文化担当）

参事官 野添 剛司 （内線 5045）

専門官 飯島 隆 （内線 5056）

文化財調査官（食文化部門）大石 和男 （内線 5042）

電話：03－5253－4111（代表）
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Ⅰ．答申内容 （別紙）

登録無形文化財の登録及び保持団体の認定（新規２件）

登 録 無 形 文 化 財 保 持 団 体

名 称 名 称 代表者 事務所の所在地

書道
しょどう

日本
に ほ ん

書道
しょどう

文化
ぶ ん か

協会
きょうかい 会長 井

い

茂
しげ

雅
まさ

吉
きち

（号 井茂 圭
けい

洞
どう

）

東京都港区赤坂

２－１１－１

デルックス溜池山王

全国書美術振興会内

伝統的
でんとうてき

酒造
さけづく

り
日本
に ほ ん

の伝統的
でんとうてき

なこうじ菌
きん

を

使
つか

った酒造
さけづく

り技術
ぎじゅつ

の保存会
ほ ぞ ん か い 会長 小西

こ に し

新右
し ん う

衛門
え も ん

東京都港区西新橋

１－６－１５

日本酒造虎ノ門ビル

日本酒造組合中央会内
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Ⅱ．解説

〔登録無形文化財の登録及び保持団体の認定〕

（生活文化の部）

１ 書道
しょどう

日
に

本
ほん

書
しょ

道
どう

文
ぶん

化
か

協
きょう

会
かい

（１）登録無形文化財の登録について

① 名称

書道
しょどう

② 登録無形文化財の概要

書道は，毛筆を用いて言語を表記する表現行為であり，漢字，仮名，漢字仮名交

じりによる表現のほか，篆刻
てんこく

も含まれる。書道では，文房四
ぶんぼうし

宝
ほう

(筆,墨,硯,紙)をは

じめとする多様な用具用材を用いながら，優れた書の臨書を通じた書法
しょほう

の習得に

始まり，それを追究，応用することによって，高度に美的な表現を創出してき

た。

歴史的には，漢字の伝来以来，中国の優れた書から書法を吸収，技法を工夫

していく中で，平安中期以降，和様と称される漢字の書風が生まれ，また，和

歌文化の隆盛とともに仮名の書が発展した。仮名の書においては，散らし書き

や漢字の手法を発展させた連綿の技法を用いて，装飾料紙等に特有の表現が展

開された。これらの中で優れた書は，後の時代に名筆として重視され，単に典

籍の写本としてだけでなく，文字や書法を学ぶ為の手本として，また，鑑賞の

対象として尊重されてきた。さらに，江戸時代になると伝統的な書法が庶民層

にまで受容されるようになった。

このように，書道は時代が下るにつれて手習いの実践と，目習いとも呼ばれ

る鑑賞の蓄積によって広く生活の中に受容され，浸透してきた。そのため，現

代における優れた書の表現にも伝統的に育まれてきた美意識を見てとることが

できる。

以上のとおり，書道は，生活文化に係る歴史上の意義を有するとともに，芸術上

の価値が高いものである。
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③ 登録の要件

一 文房四宝(筆，墨，硯，紙）の使用を原則とすること。

二 伝統的な書法によること。

三 次の分類に応じた書表現を行うこと。

・漢字の書

・仮名の書

・漢字仮名交じりの書

・篆刻

（２）保持団体の認定について

① 保持団体

名 称 日
に

本
ほん

書
しょ

道
どう

文
ぶん

化
か

協
きょう

会
かい

代 表 者 会長 井
い

茂
しげ

雅
まさ

吉
きち

（号 井茂 圭
けい

洞
どう

）

事務所の所在地 東京都港区赤坂２-１１-１ デルックス溜池山王 全国書美

術振興会内

② 保持団体の概要

日本書道文化協会は，書道の伝統的な書法を受け継ぎ，未来へと継承していくた

めに，その書道の技の保存と向上を図る目的で，伝統的な書法の技を受け継ぎ，継

承者を持つ書家を正会員として令和３年に設立された団体である。

書道界には，漢字，仮名，漢字仮名交じり，篆刻それぞれを専門に活動を行って

きた団体があり，そうした団体が，これまで長年にわたり書法の継承や普及・発展，

後進の育成等の活動実績を積み重ねてきた。日本書道文化協会は，それらの団体を

代表する書家が主たる構成員となり，会派を超えた組織として結成されている。同

協会は，これまでの各団体の活動の枠を越えて事業を行うことにより，書道の保護

と発展に貢献することとしており，その規約には，伝統的な書法の保存に関するこ

と，書道文化振興のための展覧会，講習会，研究会の開催事業等を，目的を達成す

るための事業として位置づけ，活動に取り組んでいる。

以上のように，同会は，登録無形文化財の保持団体として適切な団体である。
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（３）備考

同分野の既認定団体

なし

（仮名書の制作） （漢字書の制作）
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２ 伝統的
でんとうてき

酒造
さけづく

り 日本
にほん

の伝統的
でんとうてき

なこうじ菌
きん

を使
つか

った酒造
さけづく

り技術
ぎじゅつ

の保存会
ほぞんかい

（１）登録無形文化財の登録について

① 名称

伝統的
でんとうてき

酒造
さけづく

り

② 登録無形文化財の概要

酒は『古事記』などに登場し注１，古くから日本に根差してきた食文化のひとつで

ある。伝統的酒造りは，近代科学が成立・普及する以前から造り手の経験の蓄積に

よって築き上げられてきた手作業のわざを指す。明治以降，酒の生産では機械化及

び大規模化が進行してきたものの，伝統的に培われてきた手作業による生産は今日

まで受け継がれており，日本酒，焼酎，泡盛及びみりん等の酒造りに活かされてき

た。

わざの歴史的な姿は，まず奈良時代の『播磨国風土記』におけるカビを用いて酒

を醸したとの記述に登場する注２。室町時代には我が国特有のバラこうじを用いた製

法が確立し，焼酎・泡盛などの蒸留酒も登場する。江戸時代になると冬季生産に特

化した「寒造り」が定着するなど製法の洗練が進み，昭和中期には精米歩合の向上

に対応した水分調整のわざが加わることで，日本酒等のさらなる発展が遂げられた。

わざの中心は，並行複発酵注３と呼ばれる発酵法を高度に調整することで目的とす

る酒質を作り出すことにあり，その実現のために行われる原料の前処理，こうじ造

り，及びもろみ管理がわざの主要な内容となる。担い手は歴史的に培われてきたこ

の巧緻なわざを用いることによって，酒生産において味や香り等に関する多様な表

現を行っている。

以上のように，伝統的酒造りのわざは，生活文化に係る歴史上の意義を有するも

のである。

注１ 神話に登場する酒として，須佐之男
す さ の を

の命
みこと

が八俣
や ま た

の大蛇
お ろ ち

を倒すために八塩折
や し ほ を

り

の酒を造らせた，との記載がある。また，３世紀末～４世紀初め，応神天皇の

時代に百済からの渡来人である須々
す す

許
こ

理
り

が大御酒を醸して献上した，との記載

もみられる（西宮一民（校注）『古事記』（新潮日本古典集成 27），新潮社，1979

年）。

注２ 「大神の御粮
みかれひ

枯
か

れて糆
かむ

生
た

ちき。即ち，酒を醸
か

ましめて庭酒
に は き

を 献
たてまつ

りて 宴
うたげ

しき」

（沖森卓也・佐藤信・矢嶋泉（編著）『播磨国風土記』山川出版社，2005 年）

とあり，これについて加藤百一は，大神に献げた供御
く ご

（おそらく今の 強 飯
こわめし，こわいい

＝蒸米）から生じた米こうじにより酒造りが行われたことの最初の記録である
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としている（加藤百一「日本の酒造りの歩み」加藤辨三郎（編）『日本の酒の歴

史 －酒造りの歩みと研究－』(復刻版)，研成社，1999 年）。

注３ こうじの酵素で原料のデンプンを糖化しつつ，酵母によるアルコール発酵を

並行して行う発酵様式のことであり，高濃度アルコール発酵に適した方法であ

る。なお，ブドウに含まれる糖分がそのまま発酵されるワインは単発酵，麦芽

を糖化して麦汁を造り，その後酵母を加えてアルコール発酵を行うビールは単

行複発酵と呼ばれる。

③ 登録の要件

一 原料を酒造りに適した状態に前処理すること。

１ こうじにする原料の状態を見極め，手作業により水分調整すること。

２ 蒸
じょう

きょう注４を行うこと。

二 酒造りに適したバラこうじをつくること。

１ こうじにする原料は，米又は麦とすること。

２ こうじ菌は伝統的なアスペルギルス属の菌注５を用いること。

３ 木
き

蓋
ぶた

，木箱又はこれに準じた機能を有する器具を用いること。

４ こうじ菌の生育状態を見極め，手作業により製麴
せいきく

注６管理すること。

三 もろみを発酵させ，目的の酒質にすること。

１ 発酵はこうじを用いた並行複発酵によること。

２ 水以外の物品を添加しないこと。

３ もろみの状態を見極め，手作業により発酵管理すること。

注４ 原料を蒸すこと。

注５ 我が国で酒造用のこうじ造りに一般的に使用されている黄こうじ菌，黒こ

うじ菌及び白こうじ菌が該当する。

注６ こうじをつくること。

（２）保持団体の認定について

① 保持団体

名 称 日本
に ほ ん

の伝統的
でんとうてき

なこうじ菌
きん

を使
つか

った酒造
さけづく

り技術
ぎじゅつ

の保存会
ほぞんかい

代 表 者 会長 小
こ

西
に し

新
し ん

右
う

衛
え

門
も ん

事務所の所在地 東京都港区西新橋１―６―１５ 日本酒造虎ノ門ビル

日本酒造組合中央会内

② 保持団体の概要

日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会は，酒造りのわざの保存，
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伝承及び向上等を図ることを目的として，令和３年に設立された団体である。同会

は，日本酒造
しゅぞう

杜氏
と う じ

組合連合会が認定する杜氏等，酒造りを十分に体得し，かつ相当

な期間行使することによってこれに精通し，後継者の育成に努めている者を主たる

構成員とする。

同会は伝統的な酒造りの保護に向けた機運の高まりを受けて設立され，酒造りの

認知度向上を図る啓発活動等に取り組んでおり，今後は担い手の養成，及びわざの

内容や希少な酒造用具等の記録・保存に向けた活動を展開することで，酒造りのわ

ざの保存及び伝承等を目指している。

以上のように，同会は，酒造りのわざを保持する者を主たる構成員とする団体で

あり，登録無形文化財の保持団体として適切な団体である。

（３）備考

同分野の既認定団体

なし
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原料処理

こうじ造り

もろみ管理

木村孔恭
こうきょう

（兼葭堂
けんかどう

）著 蔀
しとみ

関月
かんげつ

画

『日本山海名産圖會』寛政 11（1799）

年（国立国会図書館デジタルコレクシ

ョン）注７
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注７ 江戸時代中期に各地の鉱業，農業，軽工業の図説として出版されたもの。この中

で，日本酒製造のこうじ造り，もろみの仕込み等について絵入りで紹介されている。

注８ これらの絵・写真は日本酒製造の工程のものであるが，焼酎，泡盛及びみりん等

にも共通する，根幹の技術を表している。

写真提供：独立行政法人酒類総合研究所

こうじとは，穀物に糸状菌を繁殖させたもので，それを利用して酒を代表とするさまざ

まな醸造物をつくるための発酵物である。

日本酒の製造工程における役割は以下の３つである。

① こうじに含まれる酵素が米のデンプンをぶどう糖に変える。

② ビタミンなどの各種栄養素を酵母に供給し，酵母の増殖を促進する。

③ こうじに含まれる酵素により変化を受ける各種成分が，直接的，間接的に酒の香

味に寄与する。

こうじについて

（木箱内のこうじ） （こうじの拡大写真） （こうじ菌の拡大写真）
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Ⅲ．参考

１．登録無形文化財の登録制度及び保持者等の認定制度

重要無形文化財以外の無形文化財（地方指定を除く。）のうち，その文化財としての

価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登

録することができる。また，登録にあたっては，当該登録をする無形文化財の保持者又

は保持団体を認定しなければならない。

２．生活文化関係の登録基準について

保存及び活用のための措置が特に必要な生活文化のうち，次の各号のいずれかに該当

するものを登録。

１ 芸術上の価値の高いもの

２ 生活文化に係る歴史上の意義を有するもの

３ 生活文化の成立又は変遷の過程を示すもの

３．保持者又は保持団体の認定について

（１）保持者

登録無形文化財に登録される生活文化を体得し，かつ，これに精通している者を認定。

（２）保持団体

登録無形文化財に登録される生活文化を体得し，かつ，これに精通している者が主た

る構成員となっている団体を認定。

４．登録無形文化財の登録件数

現在の件数
今回の答申件数

登録後の件数
新 規 登 録

登録無形文化財 ０件 ２件 ２件

※登録無形文化財は，６月１４日に一部が施行された，文化財保護法の一部を改正する

法律により新設



(１) 無形文化財の登録制度

○ 文部科学大臣は、重要無形文化財に指定されていない無形文化財のうち、その文化財

としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿

に登録できることとする（登録に際し、保持者又は保持団体を併せて認定）。

(２) 無形の民俗文化財の登録制度

○ （１）無形文化財と基本的に同様の制度として新設する。

(３) 施行期日

○ 公布日から３月以内で政令で定める日（令和３年６月14日）

※ 新型コロナウイルス感染症により、多様な無形の文化財について、公演等の継承活動に

深刻な影響が生じていることから、迅速にこれらの無形の文化財の登録を進め、国によ

る保護の網をかけるとともに、予算措置等による支援を図る。

文化財保護法の一部を改正する法律（令和３年４月23日公布）の概要

概 要

１．無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度の新設

趣 旨

２．地方登録制度の新設

（１）概要

① 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財等以外の文化財でその区域

内に存するもののうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に

必要とされるものを当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録できることとする。

② 地方公共団体は、①により登録した文化財のうち適当であると思料するものについて、

文部科学大臣に対し、国の文化財登録原簿への登録を提案できることとする。

（２）施行期日

○ 令和４年４月１日

社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るため、無形文化財及び無形の民俗文化

財の登録制度を新設し、幅広く文化財の裾野を広げて保存・活用を図るとともに、地方公共団

体による文化財の登録制度及び文部科学大臣への文化財の登録の提案等について定める。

【登録の効果】

・保持者の氏名変更等の届出義務（罰則あり）

・保存・公開に要する経費の補助、指導助言

・登録無形文化財保存活用計画の作成・認定

（名称及び保持者等、具体的な措置の内容、計画期間等）

国

文化財の類型

指定

強い規制と

手厚い保護措置

登録

幅広く緩やか

な保護措置

有形文化財 建造物、美術工芸品 等 ○ ○

有形の民俗文化財 衣食住の用具 等 ○ ○

無形文化財 芸能、工芸技術 等 ○ 新設

無形の民俗文化財 風俗慣習、民俗芸能、民俗技術等 ○ 新設

［文化財保護の制度］

地方 ［文化財の類型は任意］ ○ 新設

【第76条の７関係】

【第76条の９関係】

【第76条の10～第76条の12関係】

【第76条の13～第76条の17関係】

【第90条の５～第90条の11関係】

【第182条第３項関係】

【第182条の２関係】
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